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事業報告（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）

企業集団の現況
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●2

896
938

1,048

1,112

0

700

800

900

1,000

1,100

1,200

（単位：億円）

第98期 第99期 第100期 第101期

❶ 事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、消費増税や物価上昇などから個人消費

は低調でしたが、円安や原油安の影響により、企業業績に改善の兆しが見られ、

景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方、世界経済は、米国は堅調に推移

しているものの、新興国の成長鈍化や欧州の景気低迷、信用不安など、先行きは

不透明な状況が続いております。

　このような経済状況の下、当社グループは積極的な販売活動を展開いたしまし

た結果、当期の売上高は199,010百万円と前期比3.9%の増加となりました。

　損益面につきましては、経営全般にわたる業務の効率化・合理化施策を推進し

てまいりました結果、経常利益は、前期比2,606百万円増加の14,321百万円となり

ました。

　また、当期純利益はソーダ灰関連設備の撤去費用、電解液事業の国内関連設備

の減損損失等を特別損失に計上しましたが、自動車硝子製造会社の買収に伴う負

ののれんによる特別利益や繰延税金資産の計上による法人税等調整額のマイナス

等により、前期比5,389百万円増加の10,393百万円となりました。

　以下、事業別に概況をご報告いたします。

ガラス事業

　建築用ガラスにつきましては、消費増税に

よる駆け込みの反動などから、建築需要が前

年を下回る水準で推移しましたため、売上高

は前期を下回りました。

　自動車用ガラスにつきましては、国内は消

費増税の影響を受けたものの、北米市場の需

要増加により販売が伸長したことや為替の影

響などから、売上高は前期を上回りました。

　電子材料用ガラスにつきましては、タッチ

パネル用関連製品の出荷量減少により、売上

高は前期を下回りました。

　以上、ガラス事業の売上高は111,228百万円

（前期比6.1%増）となりましたが、損益につき

ましては623百万円の営業損失（前期比563百

万円悪化）となりました。

ガラス事業 連結売上高
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化成品事業

　化学品につきましては、フルオロカーボン

製品の出荷が堅調に推移しましたため、売上

高は前期を上回りました。

　ファインケミカルにつきましては、医薬関

連製品の出荷は減少しましたが、半導体関連

製品の需要の増加や、リチウムイオン電池用

電解液製品の販売も増加したことにより、売

上高は前期を上回りました。

　肥料につきましては、消費増税による駆け

込み需要の反動などにより出荷が減少し、売

上高は前期を下回りました。

　ガラス繊維につきましては、電子材料向け

や自動車用途向けの販売が好調に推移しまし

たため、売上高は前期を上回りました。

　以上、化成品事業の売上高は87,781百万円

（前期比1.2%増）となり、損益につきましては

12,169百万円の営業利益（前期比1,993百万円

増）となりました。

化成品事業 連結売上高

　

❷ 設備投資の状況
　当連結会計年度におきましては加工ガラス製品製造設備、ファインケミカル関

連設備などを中心に設備投資を行い、合計で123億円の設備投資を実施いたしまし

た。

　

■ 当連結会計年度中に完成した主要な設備

加工ガラス製品製造設備

加工ガラス製品製造設備

拡充

拡充

（松阪工場）

（カーレックス ガラス ア

メリカ,LLC）
　

■ 当連結会計年度継続中の主要な設備

加工ガラス製品製造設備 拡充 （松阪工場）

ファインケミカル関連設備 新設 （宇部工場）

ファインケミカル関連設備 新設 （川崎工場）
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❸ 資金調達の状況

　当連結会計年度の所要資金は、借入金、社債及び自己資金により賄っておりま

す。

❹ 重要な企業再編等の状況

　平成26年 11月 1日付で、ガラス製品等製造・販売会社であるGuardian

Industries Corp. 社（本社：米国ミシガン州）の子会社である Guardian

Automotive Products, Inc. 社 （本 社 ： 米 国 ミ シ ガ ン 州） 及 び Guardian

Automotive-E S.A.社（本社：ルクセンブルク大公国グレーベンマッハ―市）の全

発行済株式を取得し、子会社化しております。

　

❺ 対処すべき課題

　今後の見通しにつきましては、雇用や所得環境の改善、原油安の継続などから

国内景気は穏やかな回復傾向が続くものの、米国の景気動向や中国の成長率減速、

地政学的リスクの影響など懸念材料も依然として残っており、当社グループを取

り巻く環境は今後も予断を許さない状況が続くものと思われます。

　当社グループといたしましては、生産販売体制の強化と原価低減の推進など経

営全般にわたる効率化を進めるとともに、基幹事業における構造改革の推進、研

究開発及び技術開発の強化、成長分野への経営資源の重点的な投入や海外展開の

加速により、グループ企業力の強化に努めて参ります。

　株主各位におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお

願い申しあげる次第でございます。
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❻ 財産及び損益の状況

区分
第98期

（平成24年３月期）

第99期
（平成25年３月期）

第100期
（平成26年３月期）

第101期
（当連結会計年度）

（平成27年３月期）

売上高 （億円） 1,674 1,735 1,915 1,990

経常利益 （億円） 69 91 117 143

当期純利益 （億円） 43 48 50 103

１株当たり当期純利益 （円） 20.57 23.23 23.92 49.68

純資産 （億円） 1,173 1,254 1,351 1,565

１株当たり純資産額 （円） 554.41 591.36 637.76 737.76

総資産 （億円） 2,210 2,373 2,412 2,834
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❼ 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
出資比率

主 要 な 事 業 内 容

セ ン ト ラ ル 化 成 ㈱
百万円
1,000

％
100.0

塩安、化成肥料、燐酸、燐酸塩及びその
関連製品の製造、加工、販売

セ ン ト ラ ル
グ ラ ス フ ァ イ バ ー ㈱

375 100.0
ガラス長繊維、ガラス短繊維及びその関
連製品の製造、販売

セ ン ト ラ ル ・
サ ン ゴ バ ン ㈱

301 65.0
自動車用ガラス及びその他ガラス製品の
購入、販売、輸出入

㈱ 東 商 セ ン ト ラ ル 341 100.0 各種物資の販売、保険代理業

セントラルエンジニアリング㈱ 30 100.0 機械装置の製作、保全、修理等

セントラル硝子東京㈱ 200 100.0
板ガラス、ガラス製品及びサッシの販
売、板ガラス工事請負・施工

三 重 硝 子 工 業 ㈱ 125 100.0 板ガラスの２次加工品の製造、販売

カーレックス ガラス
カンパニー,LLC

452千米ドル 100.0 自動車用ガラスの製造、販売

カーレックス ガラス
アメリカ,LLC

36,000千米ドル 100.0
フロートガラスの製造及び自動車用ガラ
スの製造、販売

カーレックス ガラス
オブ インディアナ,Inc.

1千米ドル 100.0 自動車用ガラスの製造、販売

カーレックス ガラス
ル ク セ ン ブ ル ク S.A.

16,110千ユーロ 100.0 自動車用ガラスの製造、販売

台 湾 信 徳 玻 璃
股 份 有 限 公 司

　195
百万新台湾ドル

100.0 電子材料用加工ガラスの製造、販売

基 佳 電 子 材 料
股 份 有 限 公 司

　50
百万新台湾ドル

70.0 化学品及び製造設備の販売

ノ ー ス ウ ェ ス タ ン
インダストリーズ,Inc.

1,000千米ドル 100.0 建築用加工ガラスの製造、販売

(注) 重要な子会社は、総資産の基準により選定しております。
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❽ 主要な事業内容

ガラス事業 化成品事業
建築用ガラス

フロート板ガラス、型板ガラス、網入板ガラス、
熱線反射ガラス、加工ガラス（強化ガラス、耐
熱ガラス、合わせガラス、複層ガラス、防犯ガ
ラス）、鏡、防曇鏡、装飾ガラス

日本国内の建築、住宅産業向
けを主として、スタンダード
な製品から高機能、特殊用途
まで、多様なガラス製品を提
供しています。特に安全で安
心な住環境と、環境負荷の軽
減・省エネルギー化を主眼とした製品の拡充を進
めています。

自動車用ガラス

赤外線カットガラス、紫外線カットガラス、ア
ンテナ付ガラス、プライバシーガラス、モジュ
ールガラス、遮音ガラス、熱線付きガラス、各
種安全ガラス、ヘッドアップディスプレイ用ガ
ラス

各国の主要な自動車メーカー
に安全性、快適性、デザイン
性が高く環境負荷低減に寄与
する高品質で多様な製品を日
米欧の当社自動車用ガラス生
産拠点から提供しています。

電子材料用ガラス

薄板ガラス、化学強化ガラス、ガラスフリッ
ト・ペースト

主に、情報・電子産業で用い
られる薄板ガラスやガラスフ
リット・ペースト等を提供し
ています。
また鉛や重金属を含まない環
境に優しい組成・製品の開発
に注力しています。

化学品

ソーダ灰※、塩化カルシウム※、ポリ塩化アル
ミニウム、石膏、フッ化水素酸、フルオロカー
ボン製品

ガラス原料のソーダ灰など各
種産業の基礎材料となる無
機・有機化学製品をはじめ、
環境性能に優れた次世代フル
オロカーボン製品を提供して
います。
※なお、当社は2015年5月末をもってソーダ灰・塩
化カルシウムの生産を停止し、同製品の販売は㈱
トクヤマとの共同事業会社であるトクヤマ・セン
トラルソーダ㈱に移管いたしました。

ファインケミカル

医農薬原薬・中間体、弗素系有機・無機ファイ
ン製品、高純度ガス製品、電子材料、リチウム
イオン電池電解液、弗素系有機・無機試薬

弗素化技術を核として研究開
発型の事業を展開し、主に医
農薬原薬・中間体や半導体関
連分野を中心に、高純度、高
機能製品を提供しています。

肥料

塩加燐安、ＮＫ化成、被覆肥料、有機化成、肥
料原料、微生物農薬・資材

日本唯一の塩安（塩化アンモ
ニウム）系肥料メーカーとし
て、主に水稲用肥料を提供し
ています。また、省力・低コ
ストに役立ち、環境に優しい
被覆肥料や、自然界に存在す
る微生物を利用した環境保全型農業に役立つ微生
物農薬・資材も扱っています。

ガラス繊維

長繊維、短繊維

長繊維（グラスファイバー）
と短繊維（グラスウール）の
両分野の製品を提供していま
す。自動車関連用途、電子材
料用途等を中心として、特殊
な素材・製品の展開に注力し
ています。
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❾ 主要な営業所及び工場

（1）当 社

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 東 京 都 川 崎 工 場 神奈川県

宇 部 工 場 山 口 県 化 学 研 究 所 埼 玉 県

松 阪 工 場 三 重 県 硝 子 研 究 所 三 重 県

（2）子会社

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

セ ン ト ラ ル 化 成 ㈱ 山 口 県
カーレックス ガラス
カンパニー,LLC

米 国

セントラルグラスファイバー㈱ 三 重 県
カーレックス ガラス
アメリカ,LLC

米 国

セントラル・サンゴバン㈱ 東 京 都
カーレックス ガラス
オブ インディアナ,Inc.

米 国

㈱ 東 商 セ ン ト ラ ル 東 京 都
カーレックス ガラス
ル ク セ ン ブ ル ク S.A.

ルクセンブルク

セントラル・エンジニアリング㈱ 山 口 県 台湾信徳玻璃股份有限公司 台 湾

セントラル硝子東京㈱ 千 葉 県 基佳電子材料股份有限公司 台 湾

三 重 硝 子 工 業 ㈱ 三 重 県
ノ ー ス ウ ェ ス タ ン
インダストリーズ,Inc.

米 国
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❿ 従業員の状況

事 業 部 門 従 業 員 数

ガ ラ ス 事 業 4,874名

化 成 品 事 業 1,884名

合 計 6,758名

⑪ 主要な借入先の状況

借 入 先 借 入 額

億円
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 100

㈱ み ず ほ 銀 行 90

㈱ 三 井 住 友 銀 行 80

農 林 中 央 金 庫 13

㈱ 山 口 銀 行 12

三 井 住 友 信 託 銀 行 ㈱ 11

(注）シンジケートローンは、株式会社みずほ銀行をエージェントとする協調融資によるものであり
　 ます。
　

⑫ その他企業集団の現況に関する重要な事項

・平成27年4月1日付で、セントラル硝子東京㈱は、セントラル硝子北海道㈱、セン

トラル硝子東北㈱、セントラル硝子中部㈱、セントラル硝子関西㈱、セントラル

硝子九州㈱及び㈱加儀商店を吸収合併し、商号をセントラル硝子販売㈱へ変更い

たしました。

・当社は、平成26年4月にポリ塩化アルミニウム又は硫酸アルミニウムの取引に関し

て独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受け、

以降同委員会による調査に全面的に協力しております。当社といたしましては、

立入検査を受けた事実を厳粛に受け止め、法令遵守のさらなる徹底に努めており

ます。
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□ 政府・地方公共団体

■ 個人・その他

■ 金融機関

■ 金融商品取引業者

■ その他の国内法人

■ 外国法人等

0千株

37,026

71,646

4,655

28,898

72,653

0.00％

17.23

33.34

2.17

13.45

33.81

持　　株　　数 持　株　比　率

❶ 株式の状況

（1）発行可能株式総数 867,944,000株

（2）発行済株式の総数 214,879,975株

（3）株主数 12,768名

（4）大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

みずほ信託銀行㈱ 退職給付信託 みずほ銀行口
再信託受託者 資産管理サービス信託銀行㈱

10,407千株 4.97％

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 7,529 3.60

CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY 6,427 3.07

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER
INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST

5,784 2.76

日本マスタートラスト信託銀行㈱ （信託口） 5,519 2.64

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 4,411 2.11

CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 4,355 2.08

日本マスタートラスト信託銀行㈱ （退職給付信託口・山口銀行口） 4,300 2.05

NORTHERN TRUST CO. (AVFC)RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS 4,085 1.95

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口9） 3,599 1.72

(注）１．当社は、自己株式を5,552,299株保有しておりますが、上記大株主からは除外しておりま
す。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

所有者別状況
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❷ 会社役員の状況

（1）取締役及び監査役の状況

会社における地位 担当及び重要な兼職の状況 氏 名

代表取締役
社長執行役員

皿 澤 修 一

代表取締役
専務執行役員

社長補佐、化成品事業統轄、ファインケミカル
営業部、電子材料営業部、エネルギー材料営業
部、化成品事業企画部、知的財産部、化学研究
所、硝子研究所、安全保障貿易管理委員会 担
当

丸 田 順 道

代表取締役
専務執行役員

社長補佐、硝子事業統轄、自動車機材部、硝子
企画部 担当
［重要な兼職の状況］
セントラル・サンゴバン㈱取締役会長

中 井 元

取 締 役
常務執行役員

経営管理室、国際部、経理部、独占禁止法遵守
推進委員会、財務報告リスク評価委員会、コン
プライアンス推進委員会 担当
［重要な兼職の状況］
上海中硝商貿有限公司董事長

清 水 正

取 締 役
常務執行役員

化成品営業部、アグリ・バイオ事業推進室、硝
子繊維部 担当

菊 池 眞

取 締 役
常務執行役員

硝子企画部、品質保証部、環境安全部、松阪工
場、環境安全推進委員会、製品安全対策委員会
担当

高 木 一 義

取 締 役
常務執行役員

購買部、化成品技術部、宇部工場、川崎工場
担当

村 田 茂 輝

取 締 役
常務執行役員

硝子販売部 担当
［重要な兼職の状況］
台湾信徳玻璃股份有限公司董事長

髙 山 聡

取 締 役 山 本 貞 一

取 締 役 相 澤 益 男

常勤監査役 堀 向 亘

常勤監査役 神 谷 正 明

監 査 役 井 出 義 男

監 査 役 中 村 節 男

監 査 役 岡 田 照 美
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(注）１．取締役山本貞一氏及び取締役相澤益男氏は、社外取締役であります。
２．監査役井出義男氏、監査役中村節男氏及び監査役岡田照美氏は、社外監査役であります。
３．当社は、取締役山本貞一、取締役相澤益男、監査役井出義男、監査役中村節男及び監査役

岡田照美の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出
ております。

４．退任取締役

取 締 役
常務執行役員

阿山 隆夫 平成26年６月27日退任

取 締 役
常務執行役員

長濱 隆 平成26年６月27日退任

（2）取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 12名 273百万円
（うち社外取締役） (2) (19)

監 査 役 5名 58百万円
（うち社外監査役） (3) (23)

合 計 17名 331百万円

(注）１．取締役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第92回定時株主総会において月額3,600万
円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第92回定時株主総会において月額1,000万
円以内と決議いただいております。

３．当事業年度末現在の取締役は10名（うち社外取締役は2名）、監査役は5名（うち社外監査役
は3名）であります。上記取締役及び監査役の支給人員と相違しておりますのは、平成26年
６月27日開催の第100回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名が含まれている
ためであります。

（3）社外役員に関する事項

① 他の法人等との重要な兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合及び他

の法人等の社外役員の場合）及び当社と当該他の法人等との関係

　該当事項はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

社外取締役 山本貞一

　当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いたしました。

　出席した取締役会においては、長年にわたる行政官及び経営者の経験、識

見に基づき、取締役及び使用人等からの職務の執行状況についての報告事項

や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見

を述べております。

　同氏は、日頃から法令遵守の視点に立った提言を行っており、当社が平成
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26年4月にポリ塩化アルミニウム又は硫酸アルミニウムの取引に関して独占禁

止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受け、それ

以降同委員会による調査に全面的に協力しておりますが、当該事実を厳粛に

受け止め、独占禁止法遵守の一層の強化・徹底を求めるとともに、法令の遵

守体制の強化について提言を行なうなど、その責務を果たしております。

社外取締役 相澤益男

　当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席いたしました。

　出席した取締役会においては、長年にわたる研究者、大学教授、学長及び

科学技術分野における公的機関の有識者としての経験、識見に基づき、取締

役及び使用人等からの職務の執行状況についての報告事項や決議事項につい

て適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

　同氏は、日頃から法令遵守の視点に立った提言を行っており、当社が平成

26年4月にポリ塩化アルミニウム又は硫酸アルミニウムの取引に関して独占禁

止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受け、それ

以降同委員会による調査に全面的に協力しておりますが、当該事実を厳粛に

受け止め、独占禁止法遵守の一層の強化・徹底を求めるとともに、法令の遵

守体制の強化について提言を行なうなど、その責務を果たしております。

社外監査役 井出義男

　当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し、監査役会13回

の全てに出席いたしました。

　出席した取締役会及び監査役会においては、日清紡績株式会社（現日清紡

ホールディングス株式会社）において長年にわたる業務、経営に携わってこ

られた経験、識見に基づき、取締役及び使用人等からの職務の執行状況につ

いての報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外

の立場から意見を述べております。

　同氏は、日頃から法令遵守の視点に立った提言を行っており、当社が平成

26年4月にポリ塩化アルミニウム又は硫酸アルミニウムの取引に関して独占禁

止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受け、それ

以降同委員会による調査に全面的に協力しておりますが、当該事実を厳粛に

受け止め、独占禁止法遵守の一層の強化・徹底を求めるとともに、法令の遵

守体制の強化について提言を行なうなど、その責務を果たしております。
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社外監査役 中村節男

　当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、監査役会13回の全

てに出席いたしました。

　出席した取締役会及び監査役会においては、小野田セメント株式会社（現

太平洋セメント株式会社）等において長年にわたる業務、経営に携わってこ

られた経験、識見に基づき、取締役及び使用人等からの職務の執行状況につ

いての報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外

の立場から意見を述べております。

　同氏は、日頃から法令遵守の視点に立った提言を行っており、当社が平成

26年4月にポリ塩化アルミニウム又は硫酸アルミニウムの取引に関して独占禁

止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受け、それ

以降同委員会による調査に全面的に協力しておりますが、当該事実を厳粛に

受け止め、独占禁止法遵守の一層の強化・徹底を求めるとともに、法令の遵

守体制の強化について提言を行なうなど、その責務を果たしております。

社外監査役 岡田照美

　当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、監査役会13回の全

てに出席いたしました。

　出席した取締役会及び監査役会においては、協和醱酵工業株式会社（現協

和発酵キリン株式会社）等において長年にわたる業務、経営に携わってこら

れた経験、識見に基づき、取締役及び使用人等からの職務執行状況について

の報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立

場から意見を述べております。

　同氏は、日頃から法令遵守の視点に立った提言を行っており、当社が平成

26年4月にポリ塩化アルミニウム又は硫酸アルミニウムの取引に関して独占禁

止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受け、それ

以降同委員会による調査に全面的に協力しておりますが、当該事実を厳粛に

受け止め、独占禁止法遵守の一層の強化・徹底を求めるとともに、法令の遵

守体制の強化について提言を行なうなど、その責務を果たしております。

③ 責任限定契約の内容の概要

　社外取締役山本貞一、社外取締役相澤益男、社外監査役井出義男、社外監査

役中村節男、社外監査役岡田照美の各氏との間で責任限度額を会社法第425条第

１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
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④ 独立性及び選任理由

　当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれの

ない独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締

役会の恣意的な判断を排除するための機能と役割を担う役員であります。

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準

は、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者、当社の主要な取引先又

はその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得てい

るコンサルタント・会計専門家又は法律専門家、当社の主要株主又は主要株主

の業務執行者、当社又はその子会社の業務執行者でない方、当社又はその子会

社の非業務執行取締役でない方（社外監査役の場合）といたしております。

社外取締役 山本貞一

山本貞一氏は、社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのな

い独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役

会の恣意的な判断を排除するための役割を担える方であり、且つ、長年にわた

る行政官及び経営者の経験・識見を当社の経営に生かして頂ける方であるため

選任いたしております。なお、現在及び過去において、同氏及びその近親者の

方で、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者、当社の主要な取引先

又はその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得て

いるコンサルタント・会計専門家又は法律専門家、当社の主要株主又は主要株

主の業務執行者、当社又はその子会社の業務執行者である方はございません。

また、同氏は現在当社の取引先又はその出身者、相互就任の関係にある先の出

身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者ではございません。

当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取

引所に届出ております。

社外取締役 相澤益男

　相澤益男氏は、社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのな

い独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役

会の恣意的な判断を排除するための役割を担える方であり、且つ、長年にわた

る研究者、大学教授、学長及び科学技術分野における公的機関の有識者として

の経験、識見を当社の経営に生かして頂ける方であるため選任いたしておりま

す。なお、現在及び過去において、同氏及びその近親者の方で、当社を主要な

取引先とする者又はその業務執行者、当社の主要な取引先又はその業務執行者、
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当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント・

会計専門家又は法律専門家、当社の主要株主又は主要株主の業務執行者、当社

又はその子会社の業務執行者である方はございません。また、同氏は科学技術

振興機構の顧問に就任されており、同機構は当社との間に取引関係があります

が、その取引金額は平成26年度において当社売上原価の0.00％であり、特別の

利害関係を生じさせる重要性はなく、同氏は独立性を有すると考えております。

なお、同氏は相互就任の関係にある先の出身者、当社が寄付を行っている先又

はその出身者ではございません。

　当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取

引所に届出ております。

社外監査役 井出義男

　井出義男氏は、社外監査役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのな

い独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役

会の恣意的な判断を排除するための役割を担える方であり、且つ、日清紡績株

式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）において長年にわたる業務・経

営等に携わってこられた経験・識見を当社の経営に生かして頂ける方であるた

め選任いたしております。なお、現在及び過去において、同氏及びその近親者

の方で、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者、当社の主要な取引

先又はその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得

ているコンサルタント・会計専門家又は法律専門家、当社の主要株主又は主要

株主の業務執行者、当社又はその子会社の業務執行者、当社又はその子会社の

非業務執行取締役である方はございません。また、同氏は日清紡績株式会社

（現日清紡ホールディングス株式会社）の出身であり、同社は当社株式を0.99％

保有しており、当社は同社の株式を0.96％保有しておりますが、株式の割合を

鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はなく、同氏は独立性を有する

と考えております。また、同氏は現在、当社の取引先又はその出身者、当社が

寄付を行っている先又はその出身者ではございません。なお、同社社外監査役

に当社出身者である川上 洋氏が就任しております。

当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取

引所に届出ております。

社外監査役 中村節男

　中村節男氏は、社外監査役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのな
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い独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役

会の恣意的な判断を排除するための役割を担える方であり、且つ、小野田セメ

ント株式会社（現太平洋セメント株式会社）等において長年にわたる業務・経

営に携わってこられた経験・識見を当社の経営に生かして頂ける方であるため

選任いたしております。なお、現在及び過去において、同氏及びその近親者の

方で、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者、当社の主要な取引先

又はその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得て

いるコンサルタント・会計専門家又は法律専門家、当社の主要株主又は主要株

主の業務執行者、当社又はその子会社の業務執行者、当社又はその子会社の非

業務執行取締役である方はございません。また、同氏は小野田セメント株式会

社（現太平洋セメント株式会社）の出身であり、当社と同社との間には取引関

係がありますが、その取引金額は平成26年度において当社売上原価の0.33％で

あることから、当社の売上原価に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要

性はなく同氏は独立性を有すると考えております。なお、同氏は現在、相互就

任の関係にある先の出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者ではご

ざいません。

　当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取

引所に届出ております。

社外監査役 岡田照美

　岡田照美氏は、社外監査役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのな

い独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役

会の恣意的な判断を排除するための役割を担える方であり、且つ、協和醱酵工

業株式会社（現協和発酵キリン株式会社）等において長年にわたる業務・経営

に携わってこられた経験・識見を当社の経営に生かして頂ける方であるため選

任いたしております。なお、現在及び過去において、同氏及びその近親者の方

で、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者、当社の主要な取引先又

はその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得てい

るコンサルタント・会計専門家又は法律専門家、当社の主要株主又は主要株主

の業務執行者、当社又はその子会社の業務執行者、当社又はその子会社の非業

務執行取締役である方はございません。又、同氏は過去に協和発酵バイオ株式

会社の取締役に就任されたことがあり、当社と同社との間には取引関係があり

ますが、その取引金額は平成26年度において当社売上原価の0.00％であること
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から、当社の売上原価に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はなく、

同氏は独立性を有すると考えております。なお、同氏は相互就任の関係にある

先の出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者でございません。

　当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取

引所に届出ております。

❸ 会計監査人の状況

（1）名称 八重洲監査法人

（2）報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
（うち、非監査業務に係る報酬等の額）

60百万円
　 （ 1百万円）

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

65百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当
事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　 ２．当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である、社債発
行に伴うコンフォートレター作成業務及び国の機関に提出する確認書発行についての対価
を支払っております。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案

の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認めら

れる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場

合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、

会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

（注）「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行されたことに
伴い、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の決定機関を取締役会から監査役会に変更し
ております。
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❹ 業務の適正を確保するための体制

（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　執行役員制度を導入することで、取締役の監督機能と執行役員の業務執行機能

を明確化すると同時に、定期的に開催する取締役会で、執行役員等から業務執行

に関する報告を受けることとし、業務執行の監督体制を整備、充実する。

　取締役会の意思決定の適法性、効率性、妥当性を高めるため、独立性のある社

外取締役を選任する。

　重要な業務執行については、意思決定を適切に行うべく、取締役会決議で決定

することとし、予め、取締役会付議基準を定めておく。また、経営会議を設置し

て業務執行に係る事項を審議するほか、一定の事項については、経営会議で審議

した後、取締役会において審議するものとする。また、各監査役は取締役会等重要

な会議に出席し、取締役の職務遂行を監査するとともに、適宜各事業場の業務遂

行状況も監査する。さらに、社外監査役が半数以上を占める監査役会では、組織

的な監査を実現し、適切な監査意見の形成を図り、監査の実効性を高める。

　取締役、執行役員、監査役等に対し、コンプライアンス推進委員会等を通じコ

ンプライアンスに関する研修等を行うことにより、コンプライアンスの理解を深

め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。

　内部情報管理及び内部者取引規制について、業務に関して知り得た内部情報の

管理、伝達及び公表、並びに、当社又は他の上場会社の株式等の売買及び取引推

奨行為について遵守すべき基本的事項を定め、内部者取引の未然防止を図る。

　財務報告に係る内部統制体制に関しては、会計処理において関係法令及び会計

基準等を遵守し財務報告の適正性を確保するとともに、経営の意思決定及び会計

事実が財務報告に与える影響の評価及び分析を行い、財務報告の信頼性を確保す

る。

　内部通報窓口について、社内窓口のほか、社外（弁護士事務所）へも窓口を設

置し、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する早期発見と是正を図り、コン

プライアンスの強化に資する。

　反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。不

当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関と緊密な連携関係のもと、関

係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益供与は絶対に行わない。契約にお
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いては相手方が暴力団関係者でないか確認し、契約を書面により締結する場合は、

当該契約の相手方が暴力団関係者であると判明した場合には当該契約を解除する

ことができるとする特約を契約書等の書面に定めることとする。

　個人情報保護について、個人情報管理の重要性と責任を自覚し、個人情報の保

護に関する法律、関係法令及び社内規程を誠実に遵守し、個人情報を適切に取り

扱う。

　セクシャル・ハラスメント及びパワーハラスメントの防止に努め快適な職場環

境を実現する。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役会、委員会等の各種会議体の議事録作成は、各会議体の規程で定めると

ともに、その他重要な意思決定に関する文書の作成は、稟議規程で定めることと

し、文書の整理、保存及び廃棄については、情報の適切な管理を行うため、文書

保存管理規程を策定する。

　監査役は、所定の文書、規程類、重要な記録その他の重要な情報が適切に整備

され、且つ、保存及び管理されているかを調査し、必要あると認めたときは、取

締役若しくは執行役員又は使用人に対し説明を求め、又は意見を述べなければな

らないこととする。

　内部情報管理及び内部者取引規制について、業務に関して知り得た内部情報の

管理、伝達及び公表、並びに、当社又は他の上場会社の株式等の売買及び取引推

奨行為について遵守すべき基本的事項を定め、内部者取引の未然防止を図る。

　当社及び当社グループを構成する関係会社の秘密情報について、適正な管理体

制を定め、守秘義務の徹底を図る。

　個人情報保護について、個人情報管理の重要性と責任を自覚し、個人情報の保

護に関する法律、関係法令及び社内規程を誠実に遵守し、個人情報を適切に取り

扱う。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　特に重要と認められるリスクに関しては、これに対応した各種委員会を設置し

規程を制定するとともに、各事業部門は、それぞれの部門に応じたリスクの管理
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を行う。新たなリスクが生じ若しくは生じ得る場合は、速やかに対応責任者とな

る執行役員を定める。また、取締役会は、随時、委員会、担当執行役員から報告

を受け、若しくはこれらに対し報告を求め、社会的責任を含めたリスクの把握に

努め、必要な対応策を講じる。

　ソーシャルメディアの普及・利用による会社への不測の損害や想定外のトラブ

ルに巻き込まれないよう未然防止を図る。

（注）現在、独占禁止法遵守推進委員会、環境安全推進委員会、安全衛生委員会、

製品安全対策委員会、安全保障貿易管理委員会、財務報告リスク評価委員

会、コンプライアンス推進委員会等を設置し、これに対応した規程を制定

している。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　執行役員制度を導入し、重要な経営事項の意思決定及び監督機能並びに業務執行

機能を分離して取締役会をスリム化するとともに、職務権限を分担し、業務機構、

業務分掌及び職制を定めて、指揮命令系統を明確化し、意思決定が迅速且つ適切

に実行される体制を整備する。

（5）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　組織規程、就業規則等社則規程とともに、内部監査体制を整備して、適正に自

己の職務を精励させ、明確にされた指揮命令系統に従って、適切に業務を遂行さ

せる。特に重要と認められる事項に関しては、各種委員会を設置して、調査、審

議、指導、啓蒙活動を行い、違法行為の未然防止を図る。

　使用人に対し、コンプライアンスに関する研修等を行うことにより、コンプラ

イアンスの理解を深め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。

　内部情報管理及び内部者取引規制について、業務に関して知り得た内部情報の

管理、伝達及び公表、並びに、当社又は他の上場会社の株式等の売買及び取引推

奨行為について遵守すべき基本的事項を定め、内部者取引の未然防止を図る。

　財務報告に係る内部統制体制に関しては、会計処理において関係法令及び会計

基準等を遵守し財務報告の適正性を確保するとともに、経営の意思決定及び会計

事実が財務報告に与える影響の評価及び分析を行い、財務報告の信頼性を確保す

定時株主総会招集添付 （宝印刷）  2015年05月21日 22時16分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



事業報告

●22

る。

　内部通報窓口について、社内窓口のほか、社外（弁護士事務所）へも窓口を設

置し、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する早期発見と是正を図り、コン

プライアンスの強化に資する。

　反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。不

当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関と緊密な連携関係のもと、関

係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益供与は絶対に行わない。契約にお

いては相手方が暴力団関係者でないか確認し、契約を書面により締結する場合は、

当該契約の相手方が暴力団関係者であると判明した場合には当該契約を解除する

ことができるとする特約を契約書等の書面に定めることとする。

　個人情報保護について、個人情報管理の重要性と責任を自覚し、個人情報の保

護に関する法律、関係法令及び社内規程を誠実に遵守し、個人情報を適切に取り

扱う。

　セクシャル・ハラスメント及びパワーハラスメントの防止に努め快適な職場環

境を実現する。

（注）現在、独占禁止法遵守推進委員会、環境安全推進委員会、安全衛生委員会、

製品安全対策委員会、安全保障貿易管理委員会、財務報告リスク評価委員

会、コンプライアンス推進委員会等を設置し、これに対応した規程を制定

している。

（6）企業集団における業務の適正を確保するための体制

　 （子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告に関する体制・子会社の損失

の危険の管理に関する規程その他の体制・子会社の取締役等の職務の執行が効

率的に行われることを確保するための体制・子会社の取締役等及び使用人の職

務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制）

　各子会社に対する総括責任者として当社担当役員をそれぞれ定めるとともに、

各子会社の業務について指導、監督する当社管理部署をそれぞれ定めて、各管理

部署は子会社の業務状況について適宜総括責任者に報告、協議するものとする。

子会社は必要に応じて、決算、業務内容を当社重要会議に報告するものとする。

また、子会社代表取締役の決定事項のうち報告を要する項目については、その内
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容を当社管理部署に文書にて報告するものとする。

　特に重要と認められるリスクに関しては、これに対応した各種委員会を設置し

規程を制定するとともに、子会社を管理する各管理部署は、それぞれの管理部署

に応じたリスクの管理を行う。新たなリスクが生じ若しくは生じ得る場合は、速

やかに対応責任者となる執行役員を定める。また、取締役会は、随時、委員会、

担当執行役員から報告を受け、若しくはこれらに対し報告を求め、社会的責任を

含めたリスクの把握に努め、必要な対応策を講じる。

　子会社は、自主独立の精神をもって事業の発展を図り、併せて当社の総合的経

営方針及び連結経営体制に則り、セントラル硝子グループ全体の発展を図るもの

とする。

　子会社等の管理の担当部署を置き、子会社管理に関わる規程を定め、子会社の状

況に応じて必要な管理を行う。

　子会社と当社が常に緊密な連携のもとに相互に関連する業務を円滑・効率的に

遂行するため、当社社長、当社担当役員、当社管理部署事業場長及び子会社代表

者の決裁基準を定める。

　当社グループのコンプライアンスを徹底するため、特に重要と認められる事項

に関しては、各種委員会を設置して、調査、審議、指導、啓蒙活動を行い、違法

行為の未然防止を図る。

　コンプライアンスに関する研修等を行うことにより、コンプライアンスの理解

を深め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。

　内部情報管理及び内部者取引規制について、業務に関して知り得た内部情報の

管理、伝達及び公表、並びに、当社又は他の上場会社の株式等の売買及び取引推

奨行為について遵守すべき基本的事項を定め、内部者取引の未然防止を図る。

　財務報告に係る内部統制体制に関しては、会計処理において関係法令及び会計

基準等を遵守し財務報告の適正性を確保するとともに、経営の意思決定及び会計

事実が財務報告に与える影響の評価及び分析を行い、財務報告の信頼性を確保す

る。

　内部通報窓口について、社内窓口のほか、社外（弁護士事務所）へも窓口を設

置し、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する早期発見と是正を図り、コン

プライアンスの強化に資する。
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　当社及び当社グループを構成する関係会社の秘密情報について、適正な管理体

制を定め、守秘義務の徹底を図る。

　反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。不

当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関と緊密な連携関係のもと、関

係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益供与は絶対に行わない。契約にお

いては相手方が暴力団関係者でないか確認し、契約を書面により締結する場合は、

当該契約の相手方が暴力団関係者であると判明した場合には当該契約を解除する

ことができるとする特約を契約書等の書面に定めることとする。

　ソーシャルメディアの普及・利用による会社への不測の損害や想定外のトラブ

ルに巻き込まれないよう未然防止を図る。

　個人情報保護について、個人情報管理の重要性と責任を自覚し、個人情報の保

護に関する法律、関係法令及び社内規程を誠実に遵守し、個人情報を適切に取り

扱う。

　セクシャル・ハラスメント及びパワーハラスメントの防止に努め快適な職場環

境を実現する。

（注）現在、独占禁止法遵守推進委員会、環境安全推進委員会、安全衛生委員会、

製品安全対策委員会、安全保障貿易管理委員会、財務報告リスク評価委員

会、コンプライアンス推進委員会等を設置し、これに対応した規程を制定

している。

（7）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項

　監査役会に事務局を置き、監査役を補助すべき使用人として、監査役スタッフ

がこれにあたり、必要な人員を配置する。また、内部監査、経理、総務、法務部

門も監査役を補助する。

（8）監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役は、監査役スタッフの取締役及び執行役員からの独立性の確保に留意し、

必要あると認めたときは、取締役及び執行役員との間で協議の機会を持たなけれ

ばならないこととする。
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　監査役を補助すべき使用人の人事異動、懲戒に関しては、監査役の事前の同意

を得るものとする。

（9）監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　企業規模、業種、経営上のリスクその他会社固有の事情を考慮し、監査の実効

性の確保の観点から、監査役の職務を補助すべき使用人の体制の強化に努めるも

のとする。

　補助使用人に関して、①監査役の監査体制に照らし、その職務を執行するため

に必要と認められる補助使用人の員数又は専門性が欠けていると認められる場合、

②監査役の指示により補助使用人が行う会議等への出席、情報収集その他必要な

行為が、不当に制限されていると認められる場合、③補助使用人に対する監査役

の必要な指揮命令権が不当に制限されていると認められる場合、④補助使用人に

関する人事異動（異動先を含む）・人事評価・懲戒処分等に対して監査役に同意権

が付与されていない場合、⑤その他、監査役監査の実効性を妨げる特段の事情の

いずれかが認められる場合には、監査役は、代表取締役等又は取締役会に対して

必要な要請を行うこととする。この監査役の要請は、必要に応じ監査役会におけ

る審議を経て行う。この要請に対して、代表取締役等又は取締役会が正当な理由

なく適切な措置を講じない場合には、監査役は、監査役会における審議を経て、

監査報告等においてその旨を指摘する。

（10）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制・子会社の取締役、監査役、

使用人又はこれらの者から報告を受けた者等が監査役に報告するための体制

　監査役は、取締役及び執行役員等が業務の執行状況を報告する取締役会に出席

しその報告を聞くほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するた

め、重要な会議又は委員会に出席するとともに、出席しない場合には、付議事項

についての説明を受け、関係資料を閲覧する。

取締役及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があるこ

とを発見したときは、これを直ちに報告しなければならない。

　取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人又はこれ

らの者から報告を受けた者等は、監査役から調査、報告若しくは説明を求められ
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た場合は、速やかに報告しなければならない。

　監査役は、取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制その他

の監査役への報告に関する体制の強化に努めるものとする。

　監査役への報告体制について、①取締役会以外で監査役が出席する必要のある

重要な会議等について、監査役の出席機会を確保する措置が講じられていない場

合、②監査役が出席しない会議等について、その付議資料、議事録等の資料が監

査役の求めに応じて適時に閲覧できる措置が講じられていない場合、③業務執行

の意思決定に関する稟議資料その他重要な書類が、監査役の求めに応じて適時に

閲覧できる措置が講じられていない場合、④代表取締役等、内部監査部門又は内

部統制部門が監査役に対して定期的に報告すべき事項が報告されていない場合、

⑤上記④の報告事項以外で、代表取締役等、内部監査部門又は内部統制部門が監

査役に対して適時に報告すべき事項が報告されていない場合、⑥会社に置かれて

いる内部通報システムについて、監査役に当該システムから提供されるべき情報

が適時に報告されていない場合のいずれかが認められる場合には、監査役は、代

表取締役等又は取締役会に対して必要な要請を行う。この監査役の要請は、必要

に応じ監査役会における審議を経て行い、代表取締役等又は取締役会が正当な理

由なく適切な措置を講じない場合には、監査役は、監査役会における審議を経て、

監査報告等においてその旨を指摘する。

（11）監査役に報告した取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人

又はこれらの者から報告を受けた者等が当該報告をしたことを理由として不

利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　監査役に報告した取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、

使用人又はこれらの者から報告を受けた者等が当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを受けてはならない。但し、報告者は虚偽の報告及び不正の目的の

報告を行ってはならない。

（12）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該

職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役は、職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該
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職務の執行について生ずる費用又は債務の処理について会社に請求することがで

きる。尚、監査費用の支出にあたっては、監査役は、その効率性及び適正性に留

意しなければならない。

（13）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役及び監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもつなど、会社が対処す

べき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況及び監査

上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、

代表取締役との相互認識を深める。また、監査役は、会社の業務及び財産の状況

の調査その他の監査職務の遂行にあたり、内部監査部門等と密接な連係を保ち、

効率的な監査を実施し、必要に応じ、内部監査部門等に対して調査を求めること

ができることとする。

　監査役及び監査役会は、会計監査人と定期的に会合をもつなど緊密な連係を保

つほか、会計監査人から監査計画の概要を受領し、会計監査人が把握した内部統

制システムの状況、リスクの評価及び監査重点項目等について説明を受け、意見

交換を行うとともに、監査役は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に

立ち会うほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求める。

　（注）「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）及び「会社法施行

規則等の一部を改正する省令」（平成27年法務省令第6号）が平成27年５月１日

に施行されたことに伴い、平成27年４月23日開催の当社取締役会の決議により

内容を一部改定しており、上記の基本方針は当該改定がなされた後のものであ

ります。

❺ 剰余金の配当等の決定に関する方針

　企業体質の強化を図るため、研究開発や設備投資など将来の事業展開のための

内部留保の充実を考慮しつつ、長期的視点に立って業績に見合った安定的な配当

を行うことを基本方針といたしております。

　当事業年度の期末配当金につきましては、１株につき５円とさせていただきま

した。これにより当期の年間配当金は、中間配当金４円を含めまして、１株につ

定時株主総会招集添付 （宝印刷）  2015年05月21日 22時16分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



事業報告

●28

き９円となります。

❻ 会社の支配に関する基本方針
（1）当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

① 基本方針の内容の概要

　当社は、当社株主は市場における自由な取引を通じて決定されるものと考え

ております。従って、当社の支配権の移転を伴うような当社株式の買付けの提

案に応じるか否かのご判断も、最終的には株主の皆様の自由な意思に基づいて

行われるものと考えております。

　しかしながら、当社株式の大規模買付行為（下記(3)①に定義されます。以

下、同じとします。）の中には、(ⅰ)買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、

株主の皆様の共同の利益（以下、単に「株主共同の利益」といいます。）に対す

る明白な侵害をもたらすもの、(ⅱ)株主の皆様に株式の売却を事実上強要する

もの、(ⅲ)当社取締役会が、大規模買付者（下記(3)①に定義されます。以下、

同じとします。）が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等（以

下、「代替案」といいます。）を提示するために合理的に必要となる期間を与え

ないもの、(ⅳ)株主の皆様に対して、買付内容を判断するために合理的に必要

となる情報や時間を十分に提供することなく行われるもの、(ⅴ)買付けの条件

等（対価の価額・種類、買付けの時期、買付けの方法の適法性、買付けの実行

の蓋然性等）が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適当なものも想定されます。

当社といたしましては、株主共同の利益を最大化すべきとの観点に照らし、こ

のような大規模買付行為を行う大規模買付者は、例外的に、当社の財務及び事

業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えております。

　そこで、当社は、当社が生み出した利益を株主の皆様に還元していくことで

株主共同の利益を最大化することを本分とし、市場における自由な取引を通じ

て当社株主となられた方々にお支え頂くことを原則としつつも、大規模買付行

為により、このような株主共同の利益が毀損される場合には、かかる大規模買

付行為を行う大規模買付者は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者と

して不適切であるものとして、法令及び定款によって許容される限度において、

株主共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針

といたします。
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② 基本方針策定の背景

　当社の事業は、建築用ガラス、自動車産業向け加工ガラス等の製造・販売等

を行うガラス事業、及び、化学品、肥料、ガラス繊維、ファインケミカル製品

の製造・販売等を行う化成品事業から構成されており、当社の経営には、昭和

11年の会社設立以来蓄積された専門知識・経験・ノウハウ、従業員、工場・生

産設備が所在する地域社会、及び、国内外の顧客・取引先等との間に築かれた

長期的取引関係への理解が不可欠であります。また、当社は、ファインケミカ

ル製品を中心とした成長分野である高機能・高付加価値製品分野への経営資源

の重点的な投入により、中長期的な視点から企業価値を増大させるべく努める

こととしており、このような当社の事業特性に対する理解なくしては当社の企

業価値を向上していくことは困難であり、また、株主共同の利益の維持・向上

のためには、濫用的な買収等を未然に防ぎ、中長期的な観点からの安定的な経

営を行うことが必須であると考えています。当社といたしましては、生産販売

体制の強化と原価低減の推進等の経営全般にわたる効率化を進めるとともに、

基幹事業における構造改革の推進、研究開発及び技術開発の強化、成長分野へ

の経営資源の重点的な投入や海外展開の加速により、グループ企業力の強化に

取り組んでおります。

　しかしながら、昨今、新しい法制度の整備や資本市場の情勢、経済構造・企

業文化の変化等を背景として、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、

一方的に大量の株式の買付けを強行するといった動きが散見されるようになり、

場合によっては上記の取引関係や経営資源、適切な企業集団の形成等に基づく

当社の持続的な企業価値の維持及び向上が妨げられるような事態が発生する可

能性も否定できない状況となってまいりました。

　当社といたしましては、このような動きに鑑み、大規模買付者が現われる事

態を常に想定しておく必要があるものと考えます。なお、当社といたしまして

は、あらゆる大規模買付行為に対して否定的な見解を有するものではありませ

ん。

　以上の事情を背景として、当社は上記①のとおり基本方針を策定いたしまし

た。

（2）基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

　当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資して頂くため、

定時株主総会招集添付 （宝印刷）  2015年05月21日 22時16分 $FOLDER; 30ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



事業報告

●30

株主共同の利益を向上させるための取組みとして、下記①の中期経営計画等によ

る企業価値向上への取組み、及び、下記②のコーポレート・ガバナンスに関する

基本的な考え方等に基づくコーポレート・ガバナンスの充実のための取組みを実

施しております。これらの取組みを通じて、株主共同の利益を向上させ、それを

当社の株式の価値に適正に反映していくことにより、上記のような株主共同の利

益を毀損する大規模買付行為は困難になるものと考えられ、これらの取組みは、

上記(1)の基本方針の実現に資するものであると考えております。

① 中期経営計画等による企業価値向上への取組み

（a）当社グループの経営の基本方針

　当社及び当社の関係会社（以下、総称して「当社グループ」といいます。）

は、“ものづくりで築く よりよい未来” 「セントラル硝子グループは、もの

づくりを通じて、真に豊かな社会の実現に貢献します。」を基本理念とし、そ

の実現に向けて進むべき方向性を具体的に定めた基本方針と合わせて、企業

理念として掲げております。

　当社グループが創業当時から企業活動の中心に据えております「ものづく

り」は、誠実を基本姿勢とした、研究開発、製造、販売等の企業活動全般を

意味しており、今後の更なる飛躍に向けても、すべての基礎になるものと考

えております。

　各事業活動においては、ガラス、化成品事業をコアビジネスとして、その

事業基盤の強化をはかるとともに、当社が保有する独創的な技術を通じて、

高機能、高付加価値製品分野の拡充を図ります。また、環境対応・省エネル

ギー化の推進や、グローバルな事業展開による収益力の向上に注力し、安定

した財務体質のもと企業価値を増大させることを常に目指し続けてまいりま

す。

　これらの方針のもと、経営全般にわたり効率化を高め企業体質の変革をは

かるとともに、研究開発力の強化と成長事業への経営資源の重点的な投入を

行い、グループ企業力の強化に努めてまいります。また、レスポンシブル・

ケアの方針に基づき、製品の開発から廃棄に至る全ライフサイクルにおける

「環境・安全・健康」を確保することにより、社会的責任を果たしてまいりま

す。

（b）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、平成26年度を初年度とする中期経営計画を策定しており、

その基本方針および基本戦略は以下の通りです。
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基本方針

　事業基盤の強化と独創的な技術を通じて新たな成長へ

基本戦略

(ⅰ) 「環境・エネルギー、ライフサイエンス、快適な生活」をキーワードと

した成長事業への積極的な投資による収益拡大

(ⅱ) ソーダ灰関連事業、国内ガラス事業など、既存ベース事業の構造改革の

　 推進

(ⅲ) 積極的な海外展開とグループ経営の基盤強化

(ⅳ) 10年先をも睨んだ研究開発体制の強化

② コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方等

（a）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、一層の企業価値の向上と収益の拡大を図るため、絶えず経営全体

の透明性及び公正性を高めてゆくとともに、経営環境の変化に迅速に対応す

ることができる効率的且つ合理的な組織体制の確立に努めてまいります。

（b）会社の機関及び内部統制体制の整備の状況等

　当社は、取締役会と監査役会をコーポレート・ガバナンスの基礎とした上

で、平成16年６月29日開催の当社第90回定時株主総会終結後に執行役員制度

を導入し、重要な経営事項に関する意思決定及び業務執行の監督機能並びに

業務執行機能を分離することにより取締役会をスリム化し、経営の効率化と

迅速化を図っております。

　また、監査・監督機能を高めるため、一般株主と利益相反が生じるおそれ

のない独立性を備えた社外取締役及び社外監査役が、取締役会の判断の公正

を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するための機能と役割を担

っております。

　そして、平成18年５月15日開催の当社取締役会において、会社法に定める

内部統制体制の構築に関する基本方針を決議し、全社的な内部統制体制の整

備に努めております。かかる基本方針については、平成20年４月21日開催の

当社取締役会において、反社会的勢力の排除を内容とする一部改正、平成21

年４月23日開催の当社取締役会において、内部情報管理及び内部者取引規則

並びに財務報告に係る内部統制体制及び財務報告リスク評価委員会の設置に

関する一部改正、平成22年４月26日開催の当社取締役会において、社外取締

役の選任、内部通報制度の拡充、コンプライアンス推進委員会の設置に関す

る一部改正、平成24年４月23日開催の当社取締役会において、秘密情報の適

正な管理体制及び契約時における暴力団関係者に対する措置に関する一部改
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正、平成25年５月20日開催の当社取締役会において所要の変更を行い、平成

26年４月21日開催の当社取締役会において、金融商品取引法改正に伴う未公

表の内部情報の伝達及び取引推奨行為の規制及びソーシャルメディアの普

及・利用による会社への不測の損害や想定外のトラブルに巻き込まれないよ

う未然防止を図る旨の一部改正、平成27年4月23日開催の当社取締役会におい

て、会社法及び会社法施行規則の改正に伴う企業集団における業務の適正を

確保するための体制整備及び監査役の監査を支える体制等の整備、個人情報

保護の遵守、セクシャル・ハラスメント及びパワーハラスメントの防止に関

する一部改正を行い、これに基づき実施しております。

　金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制については、平成18年度より、

当社グループを対象として整備を進め、平成20年４月から運用を開始すると

ともに、当社の監査部が、監査法人及び監査役と必要に応じて協議の上、評

価を実施しております。また、平成21年２月に財務報告リスク評価委員会規

程を制定した上で、同委員会を設置し、同委員会は、経営の意思決定及び会

計事実が財務報告に与える影響の評価及び分析を行い、財務報告の信頼性を

確保するための活動を行っております。

　また、当社は、当社の利害関係者に対して誠実な企業活動を行うための行

動規範として「セントラル硝子グループ行動規範」を制定し、当社の関係会

社を含めて全社的に規範の実践を推進しております。

　具体的な整備状況としては、平成21年11月にコンプライアンス推進委員会

を設置し、取締役、執行役員、監査役、使用人及び当社企業集団に対し、コ

ンプライアンスに関する研修等を行うことにより、その理解と周知徹底を図

っております。また、内部通報制度を拡充し、従来からの社内窓口のほか、

社外（弁護士事務所）へも通報窓口を設置する等、組織的又は個人的な法令

違反行為等に関する早期発見と是正を図り、コンプライアンスの強化に努め

ております。

　平成23年10月には、営業秘密管理規程及び営業秘密管理基準の制定、文書

保存管理規程の改正、入社時及び役員就任時等の差入契約書の改定等による

秘密情報保管管理の周知徹底を図っております。

　平成24年2月には、新規及び更新する契約書において、契約当事者が暴力団

員等に該当しないこと及び暴力団員等と関係を有しないことを現在及び将来

に亘って確約するとともに、かかる確約に違反していることとが判明した場

合には何らの催告をせずに契約を解除することができる旨の条項を、原則設

けることといたしました。
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　平成25年12月には、未公表の内部情報に基づく取引推奨行為の禁止を内容

とする内部情報管理及び内部者取引規制に関する規則の一部改正、内部情報

の管理及び株式等の売買について社内手続を含めた注意喚起、東京証券取引

所の売買審査部から講師を迎えてのインサイダー取引セミナー等を行ってお

ります。

　平成26年４月には、ソーシャルメディア利用規程の制定及びこれに関する

当社企業集団への整備も実施しております。また、平成26年10月にパワーハ

ラスメント防止規程を制定し、平成26年８月には弁護士による説明会を開催

しております。さらに平成26年12月には、社内へ個人情報保護の遵守を改め

て要請するとともに、当社企業集団へは社則として個人情報保護規程の制定

整備を図っております。

（3）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組みの概要

　当社は、平成25年５月９日開催の当社取締役会において、概ね下記のとおり、

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（以下、「本対応方針」といいます。）

を導入することに関して決議を行い、あわせて本対応方針の導入に関する承認議

案を同年６月27日開催の当社第99回定時株主総会に提出することを社外取締役１

名を含む当社取締役全員の賛成により決定し、また、本対応方針の導入について

は同定時株主総会において株主の皆様の承認を得ております。なお、上記の取締

役会には、社外監査役３名を含む当社監査役全員が出席し、いずれの監査役も具

体的運用が適正に行われることを条件として、本対応方針に賛成する旨の意見を

述べております。本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページ

http://www.cgco.co.jp/ir/data/h250509_3.pdfをご参照下さい。

記

① 本対応方針の対象となる行為

　本対応方針は、株券等保有割合又は株券等所有割合が20％以上となるような

当社の株券等の買付行為等（但し、当社取締役会が予め承認した行為を除きま

す。）若しくはその可能性のある行為（以下、総称して「大規模買付行為」とい

います。なお、大規模買付行為を行おうとし、又は現に行っている者を以下、

「大規模買付者」といいます。）を対象としております。

② 大規模買付ルールの設定

　大規模買付者に従って頂く大規模買付ルールの概要は、以下のとおりです。
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（a）意向表明書の提出

　大規模買付者には、大規模買付行為の開始又は実行に先立ち、当社代表取

締役社長執行役員宛に、大規模買付ルールに従うことを誓約する旨等を記載

した意向表明書（大規模買付者が法人又は組合の場合には、代表者の資格証

明書を含みます。）及び添付書面（商業登記簿謄本、定款の写しその他の大規

模買付者の存在を証明するに足りる書面（外国語の場合には、日本語訳を含

みます。））を提出して頂きます。

（b）大規模買付者に対する情報提供要求

　上記(a)の意向表明書をご提出頂いた場合、大規模買付者には、以下の手順

に従い、当社に対して、大規模買付行為に対する株主の皆様のご判断及び当

社取締役会の評価・検討等のために必要且つ十分な情報（以下、「大規模買付

情報」といいます。）を提供して頂きます。

　まず、当社は、大規模買付者に対して、意向表明書を提出して頂いた日か

ら10営業日以内に、大規模買付行為の目的、方法及び内容等の当初提供して

頂くべき情報を記載した大規模買付情報リストを発送しますので、大規模買

付者には、かかる大規模買付情報リストに従って十分な情報を当社に提供し

て頂きます。なお、大規模買付情報リストに含まれる情報の具体的な内容に

ついては、当社取締役会が、外部専門家等の助言を得た上で、当該大規模買

付行為の内容及び態様等に照らして合理的に決定します。

　また、大規模買付者から当初提供して頂いた情報だけでは当該大規模買付

行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断することや、当社取締役

会が当該大規模買付行為に対する賛否の意見を形成して（以下、「意見形成」

といいます。）、若しくは代替案を立案して（以下、「代替案立案」といいま

す。）株主の皆様に対して適切に提示すること、又は、特別委員会が下記③

(a)に定める勧告を行うことが困難であると当社取締役会が必要に応じて外部

専門家等の助言を得た上で合理的に判断する場合には、当社取締役会は、大

規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、大規模買付者から追加の情報

を提供して頂くための合理的な期間（大規模買付情報リストを発送した日か

ら60日以内（初日不算入）とします。以下、「追加情報提供期間」といいま

す。）を定め、当該追加情報提供期間及び当該追加情報提供期間を必要とする

理由を株主の皆様に対して開示した上で、株主の皆様による適切なご判断、

当社取締役会による意見形成及び代替案立案並びに特別委員会による勧告の

ために必要な追加情報の提供を随時大規模買付者に対して要求することがで

きるものとします。
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　なお、当社取締役会が、大規模買付者から提供された情報が大規模買付情

報として必要且つ十分であり、大規模買付情報の提供が完了したと合理的に

判断した場合、又は追加情報提供期間が満了した場合には、当社は、速やか

に、その旨を大規模買付者に通知（以下、「情報提供完了通知」といいます。）

するとともに、その旨を適時且つ適切に開示します。

　さらに、当社は、当社取締役会の決定に従い、大規模買付行為の提案があ

った事実及び大規模買付者から提供された情報のうち当該大規模買付行為に

応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断するために必要と認められる情

報（大規模買付情報リストにより提供を求めた情報のうち大規模買付者から

提供されなかった情報については、当該情報及び当該不提供の理由を含みま

す。）を適時且つ適切に開示します。

（c）取締役会評価期間の設定等

　当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、外部専門家等の助言を得

た上で、大規模買付者が開示した大規模買付行為の内容に応じて、対価を現

金（円貨）のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合に

は最長60日間、その他の大規模買付行為の場合には最長90日間を、当社取締

役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下、

「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。

　当社取締役会は、取締役会評価期間中、外部専門家等の助言を得ながら、

大規模買付者から提供された情報に基づき、株主共同の利益の確保・向上の

観点から、企図されている大規模買付行為に関して評価、検討、意見形成、

代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うものとします。かかる評価、検

討及び意見形成の結果については、大規模買付者に通知するとともに、適時

且つ適切に開示します。また、当社取締役会が立案した代替案については、

株主の皆様に提示することもあります。

　なお、特別委員会が取締役会評価期間内に下記③(a)に定める勧告を行うに

至らないこと等の理由により、当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措

置の発動又は不発動の決議に至らないことにつきやむを得ない事情がある場

合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告に基づき、合理的に必要と認め

られる範囲内で取締役会評価期間を最長30日間延長することができるものと

します（但し、延長は一度に限るものとします。）。当社取締役会が取締役会

評価期間の延長を決議した場合、当該決議された具体的期間及びその具体的

期間が必要とされる理由を適時且つ適切に開示します。

　大規模買付行為は、本対応方針に別段の定めがない限り、取締役会評価期
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間の経過後にのみ開始することができるものとします。なお、株主意思確認

総会（下記③(a)に定義されます。）を招集する場合については、下記③(c)を

ご参照下さい。

③ 対抗措置の発動・不発動等

（a）特別委員会の勧告

　大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反し、且

つ、当社取締役会がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求し

た後５営業日以内に当該違反が是正されない場合には、特別委員会は、原則

として、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する(ⅰ)対抗措置の発

動、又は、(ⅱ)対抗措置の発動の是非について株主の皆様の意思を確認する

ための株主総会（以下、「株主意思確認総会」といいます。）の招集を勧告し

ます。

　これに対して、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、特

別委員会は、原則として、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する

対抗措置の不発動を勧告します。もっとも、大規模買付ルールが遵守されて

いる場合であっても、特別委員会が適切と判断する場合には、特別委員会は、

当社取締役会に対して、株主意思確認総会の招集を勧告することができるも

のとします。また、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメイラーである場

合や、大規模買付者の提案する買収の方法が二段階買付け等の強圧的な方法

による買収である場合等の当該大規模買付行為が株主共同の利益を著しく毀

損するものであると明白に認められる場合には、特別委員会は、当社取締役

会に対して、かかる大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告すること

ができるものとします。

（b）当社取締役会による決議

　当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発

動若しくは不発動、又は株主意思確認総会の招集その他必要な決議を行うも

のとします。

（c）株主意思確認総会の招集

　当社取締役会は、(ⅰ)特別委員会が株主意思確認総会を招集することを勧

告した場合、又は、(ⅱ)特別委員会から対抗措置の発動若しくは不発動の決

議をすべき旨の勧告がなされた場合であっても、当該勧告に従うことにより

取締役の善管注意義務に違反するおそれがある等の事情があると認める場合

には、対抗措置の発動若しくは不発動の決議を行わず、株主意思確認総会を

招集し、対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行って頂くこと
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ができるものとします。当社取締役会は、株主意思確認総会を招集する場合

には、対抗措置を発動するか否かの判断について、当該株主意思確認総会の

決議に従うものとします。

　大規模買付者は、当社取締役会が株主意思確認総会を招集することを決定

した場合には、当該株主意思確認総会終結時まで、大規模買付行為を開始す

ることができないものとします。

（d）対抗措置の具体的内容

　当社取締役会が本対応方針に基づき発動する大規模買付行為に対する対抗

措置は、原則として、会社法第277条以下に規定される新株予約権の無償割当

てによるものとします（以下、割り当てられる新株予約権を「本新株予約権」

といいます。）。但し、会社法その他の法令及び当社の定款上認められるその

他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には、当該その他の対

抗措置が用いられることもあり得るものとします。

　大規模買付行為に対する対抗措置として本新株予約権の無償割当てをする

場合には、(ⅰ)例外事由該当者による権利行使は認められないとの行使条件

や、(ⅱ)当社が本新株予約権の一部を取得することとするときに、例外事由

該当者以外の新株予約権者が所有する本新株予約権のみを取得することがで

きる旨を定めた取得条項等、大規模買付行為に対する対抗措置としての効果

を勘案した行使期間、行使条件、取得条項等を設けることがあります。

（4）上記(2)の取組みについての当社取締役会の判断

　当社は、企業価値を安定的且つ持続的に向上させていくことこそが株主の皆様

共同の利益の向上のために最優先されるべき課題であると考え、株主共同の利益

の向上を目的として、上記(2)の取組みを行っております。これらの取組みを通じ

て、株主共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させてい

くことにより、株主共同の利益を毀損する当社株式の大規模買付行為は困難にな

るものと考えられます。従いまして、上記(2)の取組みは上記(1)の基本方針に沿

うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位

の維持を目的とするものではないと考えております。

（5）上記(3)の取組みについての当社取締役会の判断

　上記(3)の取組みは、大規模買付行為に関する必要な情報の提供とその内容の考

慮・検討のための期間の確保の要請に応じない大規模買付者、及び、株主共同の

利益を毀損する大規模買付行為を行おうとし又は現に行っている大規模買付者に
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対して、対抗措置を発動することができることとしております。従いまして、上

記(3)の取組みは、これらの大規模買付者による大規模買付行為を防止するもので

あり、上記(1)の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方

針の決定が支配されることを防止するための取組みであります。また、上記(3)の

取組みは、株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、大規模買付者

に対して、事前に当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為に関する

必要な情報の提供及びその内容の考慮・検討のための期間の確保を求めるために

導入されるものです。さらに、上記(3)の取組みにおいては、株主意思の重視（株

主総会決議による導入、株主意思確認総会の招集及びサンセット条項）、合理的な

客観要件の設定、特別委員会の設置等、当社取締役会の恣意的な判断を排し、上

記(3)の取組みの合理性を確保するための様々な制度及び手続が確保されておりま

す。

　従いまして、上記(3)の取組みは上記(1)の基本方針に沿うものであり、株主共

同の利益を損なうものではなく、また当社の役員の地位の維持を目的とするもの

ではないと考えております。

以 上
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成27年３月31日現在）
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（単 位 ：百万円
百万円未満切捨）

資 産 の 部 負 債 の 部
流動資産 125,056 流動負債 73,778

現金及び預金
受取手形及び売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

19,676
50,456
28,181
2,982
14,045
1,667
8,338
△292

支払手形及び買掛金 22,467
短期借入金 24,392
未払法人税等 1,954
未払費用 10,416
繰延税金負債 0
賞与引当金 1,424
その他 13,122

固定負債 53,080
社 債 20,400
長期借入金 11,168

固定資産 158,383 繰延税金負債 4,494
有形固定資産 94,208 役員退職慰労引当金 17

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

土 地

建設仮勘定

その他

24,403

36,087

25,121

5,609

2,985

特別修繕引当金 3,780
事業構造改善引当金 4,039
環境対策引当金 146
退職給付に係る負債 7,429
その他 1,603
負 債 合 計 126,859
純 資 産 の 部

無形固定資産 1,406 株主資本 130,149

のれん

その他

163

1,242

資本金 18,168
資本剰余金 8,117
利益剰余金 106,729

投資その他の資産 62,768 自己株式 △2,865
投資有価証券
長期貸付金
繰延税金資産
退職給付に係る資産
その他
貸倒引当金

54,846
81

2,212
2,617
3,363
△352

その他の包括利益累計額 24,167
その他有価証券評価差額金 21,681
繰延ヘッジ損益 △423
為替換算調整勘定 2,736
退職給付に係る調整累計額 173
少数株主持分 2,263
純 資 産 合 計 156,580

資 産 合 計 283,439 負 債 純 資 産 合 計 283,439
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連 結 損 益 計 算 書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

計算書類
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（単 位 ：百万円
百万円未満切捨）

売上高 199,010
売上原価 151,563
売上総利益 47,446

販売費及び一般管理費 35,903
営業利益 11,542

営業外収益
受取利息 29
受取配当金 829
持分法による投資利益 247
為替差益 1,472
受取賃貸料 572
貯蔵品売却益 907
その他 821 4,880
営業外費用
支払利息 407
製造休止損失 456
固定資産廃棄損 546
その他 690 2,101
経常利益 14,321

特別利益
固定資産売却益 105
投資有価証券売却益 291
負ののれん発生益 2,634 3,031
特別損失
減損損失 1,883
投資有価証券評価損 1
事業構造改善費用 4,039 5,923
税金等調整前当期純利益 11,429
法人税、住民税及び事業税 3,767
法人税等調整額 △2,948 819
　少数株主損益調整前当期純利益 10,609
少数株主利益 216
当期純利益 10,393
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連結株主資本等変動計算書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

●41

（単 位 ：百万円
百万円未満切捨）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 18,168 8,117 97,295 △2,853 120,727
会計方針の変更による累積的影響額 714 714
会計方針の変更を反映した当期首残高 18,168 8,117 98,009 △2,853 121,441
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △1,673 △1,673
当 期 純 利 益 10,393 10,393
自 己 株 式 の 取 得 △12 △12
自 己 株 式 の 処 分 △0 0 0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 ー ー 8,719 △12 8,707
当 期 末 残 高 18,168 8,117 106,729 △2,865 130,149

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
少数株主持分 純資産合計

その他有価証券
評 価差額金 繰延ヘッジ損益 為 替 換 算

調 整 勘 定
退職給付に係る
調 整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 13,659 △49 △397 △520 12,691 1,766 135,185
会計方針の変更による累積的影響額 714
会計方針の変更を反映した当期首残高 13,659 △49 △397 △520 12,691 1,766 135,900
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △1,673
当 期 純 利 益 10,393
自 己 株 式 の 取 得 △12
自 己 株 式 の 処 分 0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 8,022 △373 3,133 694 11,476 496 11,972

連結会計年度中の変動額合計 8,022 △373 3,133 694 11,476 496 20,680
当 期 末 残 高 21,681 △423 2,736 173 24,167 2,263 156,580
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貸 借 対 照 表
（平成27年３月31日現在）

計算書類

●42

（単 位 ：百万円
百万円未満切捨）

資 産 の 部 負 債 の 部
流動資産 80,832 流動負債 44,320
現金及び預金
受取手形
売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前払費用
短期貸付金
未収入金
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

13,098
1,542
27,266
15,521
664
7,096
145
9,381
4,236
1,058
1,391
△571

支払手形 1,558
買掛金 7,850
短期借入金 20,697
未払金 3,648
未払法人税等 1,613
未払費用 5,481
預り金 1,668
賞与引当金 715
その他 1,086

固定負債 50,585
社 債 20,400
長期借入金 11,168
繰延税金負債 4,661
退職給付引当金 6,422

固定資産 152,998 役員退職慰労引当金 9
有形固定資産 59,560 特別修繕引当金 3,630
建 物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土 地
建設仮勘定

13,988
3,338
13,737

67
2,200
22,904
3,322

事業構造改善引当金 4,039
環境対策引当金 145
その他 106
負 債 合 計 94,905
純 資 産 の 部

株主資本 117,764
資本金 18,168
資本剰余金 8,075

無形固定資産 529 資本準備金 8,075

ソフトウェア
その他

451
78

利益剰余金 94,353
利益準備金 2,430
その他利益剰余金 91,923

投資その他の資産 92,908 特別償却積立金 11
投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
長期貸付金
長期前払費用
その他
貸倒引当金

45,579
42,602
659
71
971
3,163
△137

固定資産圧縮積立金 915
別途積立金 62,850
繰越利益剰余金 28,146

自己株式 △2,832
評価・換算差額等 21,161
その他有価証券評価差額金 21,584
繰延ヘッジ損益 △423
純 資 産 合 計 138,925

資 産 合 計 233,831 負 債 純 資 産 合 計 233,831
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損 益 計 算 書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

●43

（単 位 ：百万円
百万円未満切捨）

売上高 95,542

売上原価 71,663

売上総利益 23,878

販売費及び一般管理費 16,312

営業利益 7,566

営業外収益

受取利息及び受取配当金 1,106

その他 3,687 4,794

営業外費用

支払利息 354

その他 1,278 1,633

経常利益 10,728

特別利益

固定資産売却益 105

投資有価証券売却益 291 397

特別損失

減損損失 1,883

投資有価証券評価損 1

事業構造改善費用 4,039 5,923

税引前当期純利益 5,201

法人税、住民税及び事業税 2,785

法人税等調整額 △3,171 △386

当期純利益 5,588
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株主資本等変動計算書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

計算書類

●44

（単 位 ：百万円
百万円未満切捨）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準備金
資本剰余金
合 計

利 益
準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計特別償却

積 立 金
固定資産
圧縮積立金

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 18,168 8,075 8,075 2,430 15 904 62,850 23,524 89,724 △2,820 113,148

会計方針の変更による累積的影響額 714 714 714

会計方針の変更を反映した当期首残高 18,168 8,075 8,075 2,430 15 904 62,850 24,239 90,439 △2,820 113,862

事 業 年 度 中 の 変 動 額

特別償却積立金の積立 0 △0 - -

特別償却積立金の取崩 △5 5 - -

固定資産圧縮積立金の積立 44 △44 - -

固定資産圧縮積立金の取崩 △78 78 - -

実効税率変更に伴う積立金の増加 0 44 △44 - -

剰 余 金 の 配 当 △1,674 △1,674 △1,674

当 期 純 利 益 5,588 5,588 5,588

自 己 株 式 の 取 得 △12 △12

自 己 株 式 の 処 分 △0 △0 0 0
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 - - - - △4 10 - 3,907 3,913 △12 3,901

当 期 末 残 高 18,168 8,075 8,075 2,430 11 915 62,850 28,146 94,353 △2,832 117,764

評価･換算差額等
純資産合計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 13,600 △49 13,550 126,698

会計方針の変更による累積的影響額 714

会計方針の変更を反映した当期首残高 13,600 △49 13,550 127,413

事 業 年 度 中 の 変 動 額

特別償却積立金の積立 -

特別償却積立金の取崩 -

固定資産圧縮積立金の積立 -

固定資産圧縮積立金の取崩 -

実効税率変更に伴う積立金の増加 -

剰 余 金 の 配 当 △1,674

当 期 純 利 益 5,588

自 己 株 式 の 取 得 △12

自 己 株 式 の 処 分 0
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) 7,984 △373 7,610 7,610

事業年度中の変動額合計 7,984 △373 7,610 11,511

当 期 末 残 高 21,584 △423 21,161 138,925
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独立監査人の監査報告書
平成27年５月14日

セントラル硝子株式会社

取締役会 御中

八 重 洲 監 査 法 人

代 表 社 員

業務執行社員
公認会計士 原 田 一 雄 ㊞

代 表 社 員

業務執行社員
公認会計士 齋 藤 勉 ㊞

業務執行社員 公認会計士 辻 田 武 司 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、セントラル硝子株式会社の平成26年４月１日から平成27

年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等

変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る

ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて

選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正

な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、セントラル硝子株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の

状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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独立監査人の監査報告書
平成27年５月14日

セントラル硝子株式会社

取締役会 御中

八 重 洲 監 査 法 人

代 表 社 員

業務執行社員
公認会計士 原 田 一 雄 ㊞

代 表 社 員

業務執行社員
公認会計士 齋 藤 勉 ㊞

業務執行社員 公認会計士 辻 田 武 司 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、セントラル硝子株式会社の平成26年４月１日から

平成27年３月31日までの第101期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附

属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及

びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含

まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどう

かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施

される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽

表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため

に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類

及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第101期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役

が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締

役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門そ

の他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席

し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧

し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職

務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものと

して会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備

されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を

受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの

基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加え

ました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業

の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査

人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適

正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平

成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に

基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明

細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業

報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指

摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基

本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目

的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人八重洲監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人八重洲監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

なお、当社は、平成26年4月にポリ塩化アルミニウム又は硫酸アルミニウムの取引に関して独占禁止法違反の疑いがある

として、公正取引委員会による立入検査を受け、それ以降同委員会による調査に全面的に協力しております。当監査役会

は、当社が立入検査を受けた事実を厳粛に受け止め、法令遵守のさらなる徹底に努めていることを確認しており、引続き事

実関係の把握に努めるとともに、会社の対応状況を注視してまいります。

平成27年５月18日
セントラル硝子株式会社 監査役会

常勤監査役 堀 向 亘 ㊞

常勤監査役 神 谷 正 明 ㊞

社外監査役 井 出 義 男 ㊞

社外監査役 中 村 節 男 ㊞

社外監査役 岡 田 照 美 ㊞

以 上
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　 単元未満株式の買取・買増制度のご案内

　 特別口座をご利用の株主様へ（特別口座からの振替のご案内）

当社株式の証券市場での取引は1,000株（1単元）単位となっており、単元未満株式（1～999株)

を市場で売買することはできません。 当社では「単元未満株式買取制度」及び「単元未満株式

買増制度」を採用しておりますので、ご利用ください。

買取請求 買増請求

買取・買増請求のお手続きの窓口はこちらです。

株主様が、ご所有の単元未満株式
を当社に対し、買い取るよう請求
する。

株主様が、ご所有の単元未満株式を単
元株式（1,000株）にするため、当社
に対し株式を売り渡すよう請求する。

買取・買増制度の例（1,600株ご所有の場合）

単元株式1,000株に 単元株式2,000株に

1,600 ＝ 1,000（単元株式）＋ 600（単元未満株式）

600株 当社が買取り 400株 株主様が買増し

買取請求をご利用 買増請求をご利用

特別口座に
記録された株式

証券会社の口座に
記録された株式

特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にご連
絡いただき、買取・買増請求の取次ぎ手続きを行ってください。

お取引の証券会社へご連絡いただき、買取・買増請求の取次ぎ手
続きを行ってください。

三井住友信託銀行株式会社へ

お取引の証券会社へ

手続完了
証券会社
口座開設

口座振替
申請書提出

三井住友信託銀行
特別口座

株券電子化の際に、証券会社の
口座で管理されていなかった株
主様の当社株式は、三井住友信
託銀行に開設した特別口座にて
管理しています。特別口座で管
理する単元株式を売買するため
には、あらかじめ株主様ご自身
名義の証券会社の口座に振替え
ておく必要があります。

証券会社に口座
をお持ちでない
場合は、株主様
ご自身でお選び
いただいた証券
会社に口座開設
を行ってくださ
い。

口座振替申請書
を三井住友信託
銀行または口座
を開設した証券
会社へ請求し､
必要事項をご記
入、届出印を押
印のうえ、ご提
出ください。

証券会社の
口座に株式
が振替えら
れます｡(所
定の日数が
かかります
のでご了承
願います。)
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株 主 メ モ

事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

定時株主総会 毎年６月下旬

基 準 日 定時株主総会の議決権：毎年３月31日

期末配当：毎年３月31日

中間配当：毎年９月30日

公 告 方 法 電子公告

但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告に

よる公告をすることができない場合は、日本経済新聞に

掲載して行います。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

特 別 口 座 の

口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先

（電話照会先）

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目８番４号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

電話 0120-782-031 (フリーダイヤル)

取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店及び全国各

支店で行っております。

○住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について

株主様の口座のある証券会社にお申出ください。

なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の

口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

○未払配当金の支払について

株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
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東京都千代田区神田錦町三丁目 7番地 1
http://www.cgco.co.jp/
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